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〈連結計算書類〉
連結株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から 2022年３月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計
当期首残高 69,395 23,028 168,542 △576 260,388
会計方針の変更による累積的影響額 △30 △30

会計方針の変更を反映した当期首残高 69,395 23,028 168,511 △576 260,358
当期変動額
剰余金の配当 △4,237 △4,237
親会社株主に帰属する当期純利益 10,093 10,093
連結子会社の増加に伴う増加高 111 111
持分法適用会社の増加に伴う増加高 56 56
持分法適用会社の
決算期変更に伴う増減 △190 △190

自己株式の取得 △360 △360
自己株式の処分 △0 35 35
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 150 150

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― 150 5,834 △324 5,659
当期末残高 69,395 23,178 174,346 △901 266,018

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

非支配株主
持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る
調整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当期首残高 13,929 2,677 △13,295 △3,829 △518 31,747 291,617
会計方針の変更による累積的影響額 △30

会計方針の変更を反映した当期首残高 13,929 2,677 △13,295 △3,829 △518 31,747 291,587
当期変動額
剰余金の配当 △4,237
親会社株主に帰属する当期純利益 10,093
連結子会社の増加に伴う増加高 111
持分法適用会社の増加に伴う増加高 56
持分法適用会社の
決算期変更に伴う増減 △190

自己株式の取得 △360
自己株式の処分 35
非支配株主との取引に係る
親会社の持分変動 150

株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △1,483 286 14,112 805 13,720 3,095 16,815

当期変動額合計 △1,483 286 14,112 805 13,720 3,095 22,475
当期末残高 12,446 2,963 817 △3,024 13,201 34,843 314,062

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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連結注記表

【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】
Ⅰ．連結の範囲に関する事項
１．連結子会社の数 109社
主要な連結子会社の名称
古河AS㈱、東京特殊電線㈱、古河電池㈱、OFS Fitel,LLC等。
FURUKAWA AUTOMOTIVE SYSTEMS VINH LONG VIETNAM INC.、天津古河電気部件有限公司はそれ

ぞれ重要性が増したため、LEMTECH PHILIPPINE THERMAL SYSTEM, INC.は新規に株式を取得したため、
OFS FITEL UK LTDは設立のため、連結の範囲に含めております。
OFS BRIGHTWAVE SOLUTIONS INC.は清算のため、古河物流㈱及び同社の子会社である㈱横浜ドラム製作

所は当社が古河物流㈱の持分の一部を譲渡し持分率が低下したため、LEMTECH PHILIPPINE THERMAL
SYSTEM, INC.は当社連結子会社のFURUKAWA ELECTRIC THERMAL MANAGEMENT SOLUTIONS AND
PRODUCTS LAGUNA, INC.との合併による消滅のため、連結の範囲から除外しております。

２．非連結子会社
古河ニューリーフ㈱等。

（連結の範囲から除いた理由）
非連結子会社は、その総資産・売上高・損益及び利益剰余金の額のいずれにおいても小規模であり、全体とし

ても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

Ⅱ．持分法の適用に関する事項
１．持分法適用会社の数 14社
主要な持分法適用会社の名称
㈱UACJ、㈱ビスキャス等。
MOBASE CONNECTOR Co., Ltd.は保有株式の全部を譲渡したため、持分法適用の範囲から除外しておりま

す。
古河物流㈱及び同社の子会社である㈱横浜ドラム製作所は当社が古河物流㈱の持分の一部を譲渡し持分率が低下

したため、連結の範囲から除外し持分法を適用しております。なお、古河物流㈱はSBS古河物流㈱に社名変更して
おります。
２．持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社
㈱イチボウ等。

（持分法の範囲から除いた理由）
持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、その損益及び利益剰余金の額のいずれにおいても小規模

であり、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

Ⅲ．重要な会計方針
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）満期保有目的債券………………………償却原価法
（2）その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

………時価法
（評価差額は主として全部純資産直入法により処理し、売却原価は主と
して移動平均法により算定）

市場価格のない株式等………主として移動平均法による原価法
２．デリバティブの評価基準及び評価方法…時価法
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法………主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法により算定）
４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）……定額法により償却しております。
（2）無形固定資産（リース資産及び使用権資産を除く）……定額法により償却しております。
（3）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産………………
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用してお
ります。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産……………
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しており
ます。
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（4）使用権資産………………………………リース期間または当該資産の耐用年数のうち、いずれか短い方の期間を
耐用年数とした定額法を採用しております。

５．繰延資産の処理方法
（1）株式交付費………………………………支出時に全額費用として処理しております。
（2）社債発行費………………………………支出時に全額費用として処理しております。
６．重要な引当金の計上基準
（1）貸倒引当金………………………………金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については主に貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討
し、回収不能見込額を計上しております。

（2）製品補償引当金…………………………製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれ
る金額を計上しております。

（3）環境対策引当金…………………………ポリ塩化ビフェニル（PCB）の撤去や土壌改良工事等の環境関連費用の
支出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しておりま
す。

７．重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履

行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）製品の製造販売…………………………当社及び連結子会社の主な事業は、情報通信ネットワーク構成品や電力

ケーブル等のインフラ製品、自動車部品や電子機器材料用銅製品等の電
装エレクトロニクス製品、樹脂・非鉄金属を加工した機能製品の製造・
販売であります。
製品の製造・販売については、主に完成した製品を顧客に引き渡すこと
が履行義務であると判断しております。そのため法的所有権、製品の所
有に伴う重大なリスクと経済価値、物理的占有の移転及び対価の支払い
を受ける権利が製品の引き渡し時点で生じると総合的に判断し、国内取
引は主として顧客への製品の引き渡し時点で製品に対する支配が顧客に
移転し、履行義務が充足されたと判断しておりますが、製品の出荷日か
ら引き渡し日までが通常の期間であるため重要性等に関する代替的な取
り扱いを選択し、出荷された時点で収益を認識しております。また貿易
取引は主としてインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リス
ク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。その他に顧客か
ら原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給
取引において、当社及び連結子会社が原材料等の支配を獲得していない
ことから棚卸資産として認識せず、加工料相当額のみを純額で売上計上
しております。また、ボリュームディスカウントや販売インセンティブ
（販売奨励金）など顧客に支払われる対価は、それらが顧客から受け取
る別個の財又はサービスの対価であるものを除き、取引価格から控除し
ております。

（2）保守サービス……………………………当社及び当社連結子会社では、主にインフラ事業において製品販売後に
有償の保守サポートサービスを提供しております。保守サービスについ
ては、履行期間を通じて顧客が望むときに保守サービスを利用できるよ
うに、当社及び連結子会社は常に役務が提供できる状態で待機しておく
ことが履行義務であると判断しております。当社及び連結子会社の保守
サービスは、独立した履行義務として識別され、待機状態も含めた一定
の期間にわたって行われているため、提供される期間に対する経過期間
の割合で進捗度を測定する方法に基づいて収益を認識しております。
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（3）工事契約…………………………………当社及び連結子会社では、インフラ事業において顧客との契約に基づき
設計・施工・敷設等の工事を行っております。その基礎となる財又はサ
ービスの支配は一定期間にわたり顧客に移転しているため、履行義務を
充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行
義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した
原価が、予想される原価の総額に占める割合（インプット法）に基づい
て行っております。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積
ることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合に
は、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時ま
で、原価回収基準により収益を認識しております。なお、期間がごく短
い工事契約については完全に履行義務を充足した時点で収益を認識して
おります。

（4）代理人取引………………………………当社及び連結子会社では、当社及び連結子会社が製品の製造を行わず、
顧客に代わって調達の手配を行う取引を行っております。当該取引につ
いて、顧客に移転する前に製品を支配していない場合、顧客から受け取
る額から仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識しております。
当社及び連結子会社が製品を顧客に提供する前に支配しているか否かの
判断にあたっては、（a）当該財又はサービスを提供するという約束の履
行に対する主たる責任を有している、（b）当該財又はサービスが顧客
に提供される前、又は支配が顧客へ移転した後に在庫リスクを有してい
る、（c）当該財又はサービスの価格の設定において裁量権があるか否か
を考慮しております。

なお、当社及び連結子会社の履行義務充足後の支払は、充足時点から概ね1年以内に行われるため、重要な金融
要素は含んでおりません。
８．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法………………………繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約及び通貨スワップについて振当処理の要件を満たしてい
るものは振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たして
いるものは特例処理を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
金利スワップ…………………借入金
通貨スワップ…………………借入金
為替予約………………………外貨建売掛債権、外貨建買掛債務等
地金先物取引…………………原材料、仕掛品

（3）ヘッジ方針………………………………借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、為替変動及び原材料
価格変動等のリスクを回避することを目的としてヘッジを行っておりま
す。

（4）ヘッジ有効性評価の方法………………ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手
段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その基礎
数値の価格に起因する部分以外の部分を除外した変動額の比率によって
有効性を評価しております。

９．退職給付に係る会計処理の方法…………従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債
務及び年金資産の見込み額に基づき、当連結会計年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあた
り、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法に
ついては、給付算定式基準によっております。過去勤務費用は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1～10年）による
定額法により費用処理しております。数理計算上の差異は、各連結会計
年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（1
～10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計
年度から費用処理することとしております。未認識数理計算上の差異及
び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部にお
けるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上してお
ります。
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10．のれんの償却に関する事項………………のれんはその効果が発現すると見積もられる期間（計上後20年以内）
で均等償却することとしております。
ただし金額が僅少の場合は、発生した年度に一括償却しております。

11．連結納税制度の適用………………………連結納税制度を適用しております。
12．連結納税制度からグループ………………

通算制度への移行に係る税
効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、翌連結会計年度から、連結納税制度
からグループ通算制度へ移行することとなります。ただし、「所得税法
等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグ
ループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体
納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグル
ープ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務
対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会
計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018
年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負
債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。
なお、翌連結会計年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合に
おける法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取
扱いを定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に
関する取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）を適用する
予定であります。

【会計方針の変更に関する注記】
（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
（1）会計方針の変更の内容及び理由

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財
又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これにより、主に以下の変更を行いました。

・ 顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販売する有償受給取引において、従来は原材料
等の仕入価格を含めた対価の総額で収益を認識しておりましたが、原材料等の仕入価格を除いた対価の純額で
収益を認識すること

・ 顧客への財又はサービスの提供における当社グループの役割が代理人に該当する取引において、従来は顧客
から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控
除した純額で収益を認識すること
・ 当社及び国内連結子会社は、従来は輸出販売においては主に船積日に収益を認識しておりましたが、インコ
タームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識すること
・ 従来、工事契約に関して、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、そ
の他の工事については工事完成基準を適用しておりましたが、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわ
たり収益を認識すること
また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積

総原価に対する実際原価の割合（インプット法）で算出すること
なお、履行義務の充足に係る進捗率を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが
見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識し、ごく短期な工事については完全に履行義務を充足した時
点で収益を認識すること
・ 一部の売上リベート等の顧客に支払われる対価は、従来、販売費及び一般管理費として処理しておりました
が、売上高から減額すること

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基
準第86項に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての
収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き（1）に定める方法を適用し、当連結会計年度の期首より前までに行
われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づいて会計処理を行い、その累積的影
響額を当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減しております。
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（2）連結計算書類の主な項目に対する影響額
従来の方法と比べて、当連結会計年度の連結損益計算書は、売上高は52,533百万円、売上原価は51,805百万

円、販売費及び一般管理費は342百万円、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞれ386百万
円ずつ減少しております。当連結会計年度の連結貸借対照表への影響は軽微であります。また、当連結会計年度
の連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の当期首残高は30百万円減少しております。

（3）会計方針の変更に伴う表示方法の変更
前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形及び売掛金」は、当連結
会計年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示することとしました。

２.「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
（1）会計方針の変更の内容及び理由

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」とい
う。） 等を当連結会計年度の期首から適用しております。また、【金融商品に関する注記】において金融商品の
時価のレベルごとの内訳等に関する事項等の注記を行うこととしました。

（2）遡及適用をしなかった理由等
時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44

－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用
することとしております。

（3）連結計算書類の主な項目に対する影響額
連結計算書類に与える影響はありません。

【表示方法の変更に関する注記】
（連結損益計算書関係）
１．前連結会計年度において「特別利益」の「その他」に含めていた「受取保険金」は明瞭性を高めるため、当連結
会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結損益計算書の
組替えを行っております。
２．前連結会計年度において独立掲記していた「特別損失」の「持分変動損失」は金額的重要性が乏しくなったた
め、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会
計年度の連結損益計算書の組替えを行っております。

【会計上の見積りに関する注記】
１．将来の事業計画を基礎とする会計上の見積り

新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度回復する見込みを置いております。またロシア・ウクライナ情勢に
ついては、直接的な影響としてロシアの事業用資産で固定資産減損損失を673百万円計上しておりますが、その他
に原油や天然ガス、各種原材料の供給不安および価格高騰の影響、さらには各国の対ロシア経済制裁とロシアによ
る対抗策の実施による影響に伴いサプライチェーンが寸断される等のリスクがあり、今後の当社グループにおける
業績への影響を間接的なものまで含めてすべて見通すことは極めて困難であります。
将来の不確実な経済状況の変動が生じた場合は、連結計算書類において固定資産の減損損失や繰延税金資産の評

価に重要な影響を与える可能性があります。
（1）繰延税金資産の回収可能性

①当年度の連結計算書類に計上した金額
繰延税金資産 7,899百万円
②見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
将来の事業計画により見積もられた将来の課税所得に基づき、繰延税金資産を計上しており、将来の事業計

画は、上記に記載の通り、一定の仮定を置いて策定しております。
課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実

際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度において繰延税金資産を認識する金額に重
要な影響を与える可能性があります。

（2）固定資産の減損
①当年度の連結計算書類に計上した金額
有形固定資産及び無形固定資産 280,684百万円
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②見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
固定資産の帳簿価額について、報告期間の末日ごとに営業活動から生ずる損益等により減損の兆候があると

判断した場合には、減損損失の計上要否を確認しております。
当社グループは、主に事業部門をもとに資産をグルーピングし、当該資産又は資産グループから得られる経

済的残存使用年数に基づいた事業計画を基礎として見積る将来キャッシュ・フローと将来時点における正味売
却価額の合計である割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には、帳簿価額を回収可能
価額まで減額し当該減少額を減損損失として計上します。なお、正味売却価額は、外部専門家から取得した不
動産鑑定評価書の不動産評価額等に基づいて算定しております。
当連結会計年度における原材料不足及び原材料価格や輸送費の高騰影響等を踏まえて、インフラセグメント

の一部の資産グループ（有形固定資産及び無形固定資産12,214百万円）について、営業損益が当初の予算を
下回りマイナスとなったことから減損の兆候を識別しているものの、当該資産グループから得られる割引前将
来キャッシュ・フローの総額が当該資産グループの帳簿価額を上回るため、減損損失を認識しておりません。
割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は、事業計画の基礎となる販売数量・販売単

価、市場予測並びに、将来時点における固定資産の処分価値です。将来の不確実な経済状況の変動により需要
予測が外れ、事業計画の見直しが必要になった場合、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性が
あります。

２．製品補償引当金
①当年度の連結計算書類に計上した金額
製品補償引当金 3,045百万円
②見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報
製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれる金額を計上しております。特に、自動

車の市場回収措置（リコール）に関する引当金は、過去に当社連結子会社が製造した部品を組み込んだ自動車の不
具合に対して客先が修理対応を行った場合に、当社グループが負担することが合理的に見込まれる金額に基づき計
上しております。
この金額は、以下の要素をそれぞれ乗じることにより算定されます。
ⅰ 対象となる車両台数
ⅱ １台あたりの修理単価
ⅲ 市場回収措置（リコール）の予想措置率
ⅳ 修理費用についての客先の負担率
ⅱ及びⅲについては過去の市場回収措置（リコール）実施実績等から、ⅳについては客先との交渉状況からそれ

ぞれ見積りを行っておりますが、それらの見積りには不確実性が含まれており、状況変化に伴い結果として引当金
の追加計上もしくは戻入が必要となる可能性があります。

【連結貸借対照表に関する注記】
１．顧客との契約から生じた債権及び契約資産は次のとおりであります。

受取手形 20,539百万円
売掛金 202,980百万円
契約資産 6,797百万円

２．担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は次のとおりであります。

建物及び構築物 353百万円
土地 13百万円
合計 366百万円

担保付債務は以下のとおりであります。
短期借入金 144百万円
合計 144百万円

３．流動負債その他のうち、契約負債は次のとおりであります。
契約負債 2,807百万円

４．偶発債務
（1）保証債務 5,977百万円

金融機関からの借入に対する債務保証 4,944百万円
工事に関するボンド等に対する債務保証 1,032百万円

（2）債権流動化に伴う買戻し義務 4,729百万円
（3）その他

自動車用ワイヤハーネスカルテルによる競争法違反に関連して、当社及び当社関係会社が、一部の自動車メー
カーと損害賠償の交渉を行っております。
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【連結損益計算書に関する注記】
＊１．売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 929,773百万円
＊２．受取保険金

主に2019年6月18日に発生した当社連結子会社の台日古河銅箔股份有限公司における火災事故に対する保険金
であります。

＊３．過年度社会負担金還付額
当社の在ブラジル連結子会社であるFurukawa Electric LatAm S.A.において、同国の企業が負担する社会負担

金（PIS／COFINS）の還付を求めて係争しておりましたが、裁判所より課税標準額に関する判決が出されたこと
を受けて、過払いとなっていた社会負担金及び利息相当額を利益として計上したものであります。
＊４．減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。当社グル
ープは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す会社、
事業もしくはそれに準じた単位毎に資産のグルーピングをしております。また、遊休資産については、物件単位毎
にグルーピングを実施しております。

場所 用途 種類 減損損失（百万円）

ロシアヴォロネジ州 インフラセグメントの事業用
資産 建物、機械装置等 673

インドハリアナ州 電装エレクトロニクスセグメ
ントのその他資産 のれん 471

中華人民共和国江蘇省 インフラセグメントの事業用
資産 建物 204

その他 インフラセグメントの事業用
資産 機械装置、建物、工具器具備品等 139

ロシアの事業用資産については、経営環境の著しい悪化等により収益性が低下し、今後も回復の見通しが立たな
いことから、帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしました。その内訳は、建物417百万円、機械装置189百万
円、その他66百万円であります。
インドののれんについては、当初想定していた収益が見込めなくなり回収可能性が低下したため、子会社買収時

に発生したのれんについてその未償却残高の全額を減損損失として計上しております。
中華人民共和国の事業用資産については、営業活動から生じる損益が継続してマイナスであり将来キャッシュ・

フローによって帳簿価額の全額を回収できる可能性が低いと判断し、帳簿価額を回収可能価額まで減額いたしまし
た。
なお、回収可能価額は主に正味売却価額により測定しており、鑑定評価額等を基に算定しております。

＊５．事業構造改革費用
主に情報通信ソリューション事業における、事業構造改革の一環として在外連結子会社にて実施した人員合理化

に伴う特別退職金等、及び当社一部事業撤退に伴う棚卸資産の評価損であります。
＊６．事業譲渡損

2020年６月１日付で、当社の完全子会社であるDaishin P&T ㈱の発行済株式の全部、及び当社の連結子会社
であるFurukawa Metal（Thailand）Public. Co., Ltd.の当社が直接出資する持分すべてを譲渡しておりました
が、当連結会計年度に最終的な譲渡価額が決定したことに伴い計上したものであります。
＊７．新型コロナウイルス感染症による損失

当社グループの在外連結子会社において、新型コロナウイルスの感染拡大防止を背景とした各国政府等からの直
接の要請に基づき、一部の生産拠点が操業停止した期間の固定費等を特別損失に計上したものであります。
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【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
１．当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

当連結会計
年度期首株式数
（千株）

当連結会計年度
増加株式数
（千株）

当連結会計年度
減少株式数
（千株）

当連結会計
年度末株式数
（千株）

発行済株式
普通株式 70,666 － － 70,666
合計 70,666 － － 70,666
自己株式
普通株式 171 123 12 282
合計 171 123 12 282

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加123千株は、単元未満株式の買取請求による取得0千株、山崎金属産業㈱の保有する
自己株式（当社株式）の当社帰属分の増加0千株、株式給付信託（BBT）の株式買付による増加123千株によります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少12千株は、単元未満株式の買増請求による減少0千株、株式給付信託（BBT）から対
象者への株式給付による減少12千株であります。

3. 当連結会計年度末の自己株式数には、株式給付信託（BBT）にかかる信託口が保有する当社株式215千株を含みます。

２．新株予約権に関する事項
該当事項はありません。

３．配当に関する事項
（1）配当金支払額

決議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2021年６月24日
定時株主総会 普通株式 4,237 60.00 2021年3月31日 2021年6月25日

（注）2021年6月24日定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式給付信託にかかる信託口が所有する自社の株式に対する
配当金5百万円が含まれております。

（2）当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議予定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日

2022年6月23日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 4,237 60.00 2022年3月31日 2022年6月24日

（注）2022年6月23日定時株主総会の決議による配当金の総額には、株式給付信託にかかる信託口が所有する自社の株式に対する
配当金12百万円が含まれております。

【金融商品に関する注記】
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については元本割れのない安全な運用を行うことを基本とし、銀行等金融機関からの
借入や社債発行により必要な資金を調達しております。デリバティブ取引については投機目的では行わないものと
しております。
営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っており

ます。有価証券及び投資有価証券は主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務
上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価の把握を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。
借入金、コマーシャル・ペーパー及び社債の使途は運転資金及び設備投資資金であり、このうち長期借入金の一

部は、金利変動リスクに対して金利スワップ取引をヘッジ手段として利用しております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為

替予約取引、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引、原材料、仕
掛品に係る原材料価格の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした地金先物取引であります。なお、ヘッジ会計
に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「重要な会計
方針」の「ヘッジ会計の方法」を参照ください。デリバティブ取引の実行・管理については、社内関連規程に従っ
て行っております。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、適時に資金繰計画を作成するなどの方法によ

り管理しております。
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２．金融商品の時価等に関する事項
2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、市場価格のない株式等は、次表には含めておりません（（注2）を参照ください。）。また、現金は注記を省
略しており、預金、受取手形及び売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金、コマーシャル・ペーパーは短期間で
決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

（単位：百万円）
連結貸借対照表計上額

（＊1） 時価（＊1） 差額

（1）有価証券及び投資有価証券
① 満期保有目的の債券 3,257 3,257 －
② その他有価証券 27,115 27,115 －
③ 非連結子会社及び関連会社株式 74,680 65,118 △9,561

資産計 105,054 95,492 △9,561
（1）社債 （40,000） （39,641） 358
（2）長期借入金 （133,120） （132,332） 787
負債計 （173,120） （171,974） 1,145
デリバティブ取引（＊2）

① ヘッジ会計が適用されていないもの （1,091） （1,091） －
② ヘッジ会計が適用されているもの 4,198 4,198 －

デリバティブ取引計 3,106 3,106 －

（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。
（＊2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）

で示しております。

（注1）デリバティブ取引に関する事項
デリバティブ取引
① ヘッジ会計が適用されていないもの

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引について、取引の対象物の種類ごとの連結決算日における契約額または
契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益は、次のとおりであります。
通貨関連 （単位：百万円）

区分 種類 契約額等 契約額等の
うち1年超 時価 評価損益

市場取引以外
の取引

為替予約取引
売建
米ドル 8,104 － △615 △615
日本円 1,455 － 16 16
ユーロ 3,837 － △206 △206
台湾ドル 4,735 － △39 △39
インドネシアルピア 2,853 － △32 △32
中国元 1,298 － △20 △20
その他 1,708 － △136 △136
買建
米ドル 2,907 － 223 223
その他 326 － 3 3
通貨スワップ取引
受取円・支払
フィリピンペソ 747 － △86 △86

合計 27,974 － △892 △892
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商品関連 （単位：百万円）

区分 種類 契約額等 契約額等の
うち1年超 時価 評価損益

市場取引
先物取引
売建 10,497 － △309 △309
買建 4,722 － 109 109
合計 15,219 － △199 △199

② ヘッジ会計が適用されているもの
ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引について、ヘッジ会計の方法ごとの連結決算日における契約額または契約

において定められた元本相当額等は、次のとおりであります。
（単位：百万円）

ヘッジ会計の
方法

デリバティブ取引の
種類等 主なヘッジ対象 契約額等 契約額等の

うち1年超 時価

原則的
処理方法

為替予約取引
売建

米ドル 売掛金
（予定取引） 14,507 1,718 △599

ユーロ 売掛金
（予定取引） 267 2 △20

その他 売掛金
（予定取引） 819 － △2

買建

米ドル 買掛金
（予定取引） 23,507 881 1,140

ユーロ 買掛金
（予定取引） 172 － 23

台湾ドル 買掛金
（予定取引） 6,863 － 140

その他 買掛金
（予定取引） 76 － 2

為替予約等の
振当処理

為替予約取引
売建
米ドル 売掛金 7,211 －

（＊1）
その他 売掛金 362 －

買建
米ドル 買掛金 50 －

原則的
処理方法

地金先物取引
売建 原材料、仕掛品 5,459 － △316
買建 原材料、仕掛品 23,861 492 3,830

合計 83,160 3,094 4,198

（＊1）為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金等と一体として処理されるため、そ
の時価は、当該売掛金及び当該買掛金の時価に含めて記載しております。

（注2）市場価格のない株式等

区分 当連結会計年度（百万円）
非上場株式 14,971
出資金 6,082

これらについては、「（1）有価証券及び投資有価証券」には含まれておりません。
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３．金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類

しております。
レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算

定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係

るインプットを用いて算定した時価
レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価
時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属す

るレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。
（1）時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
株式 27,115 － － 27,115

デリバティブ取引
通貨関連 － 1,554 － 1,554
商品関連 － 4,081 － 4,081

資産計 27,115 5,635 － 32,751
デリバティブ取引
通貨関連 － （1,762） － （1,762）
商品関連 － （766） － （766）

負債計 － （2,529） － （2,529）

（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（2）時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分
時価（百万円）

レベル1 レベル2 レベル3 合計
有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
国債 － 3,257 － 3,257

非連結子会社及び関連会社株式 65,118 － － 65,118
資産計 65,118 3,257 － 68,376

社債 － （39,641） － （39,641）
長期借入金 － （132,332） － （132,332）

負債計 － （171,974） － （171,974）

（＊1）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明
有価証券及び投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に
分類しております。一方、当社が保有している国債は、市場での取引頻度が低く、活発な市場における相場価格とは認められ
ないため、その時価をレベル2の時価に分類しております。
デリバティブ取引
金利スワップ、為替予約、通貨スワップ及び商品先物の時価は、取引先金融機関やブローカーから提示された価格等に基づ
き算定しており、レベル2の時価に分類しております。
社債
当社の発行する社債の時価は、元利金の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値

法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。
長期借入金
長期借入金の時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法によ
り算定しており、レベル2の時価に分類しております。
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【収益認識に関する注記】
１．顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：百万円）
インフラ 電装エレクトロニクス

機能製品 サービス・
開発等 合計情報通信

ソリュー
ション

エネルギー
インフラ 小計 自動車部

品・電池
電装エレ
クトロニ
クス材料

小計

顧客との契約から
生じる収益 189,062 104,666 293,729 254,422 234,018 488,441 123,697 23,905 929,773

その他の収益
（*1） 44 － 44 408 － 408 17 252 722

外部顧客への
売上高 189,106 104,666 293,773 254,831 234,018 488,849 123,715 24,157 930,496

（＊1）その他の収益は不動産賃貸収入であります。

２．収益を理解するための基礎となる情報
「連結注記表【連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等】Ⅲ．重要な会計方針７．収益

及び費用の計上基準」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
３．当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報
（1）契約資産及び契約負債の残高等

（単位：百万円）
当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 187,580
顧客との契約から生じた債権（期末残高） 223,520
契約資産（期首残高） 4,759
契約資産（期末残高） 6,797
契約負債（期首残高） 2,290
契約負債（期末残高） 2,807

契約資産は、主として工事請負契約について報告期間の末日時点での進捗度に基づき測定した履行義務の充足
部分と交換に受け取る対価に対する権利のうち、債権を除いたものであり、対価に対する当社及び連結子会社の
権利が当該対価の支払期限が到来する前に時の経過だけが要求される無条件な状態となった時点で債権に振替え
られます。
契約負債は、主として顧客から対価を受け取っているものの履行義務を充足していない部分を認識していま

す。工事請負契約等の顧客との契約に基づき財又はサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取った場
合に増加し、履行義務を充足することにより減少します。
当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、2,105百万円であ

ります。
また、当連結会計年度において、契約資産が増加した主な理由は、工事請負契約に基づく収益の認識によるも

のであります。
また、当連結会計年度において契約負債の重大な変動はありません。
過去の期間に充足した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益の額は612百万円であります。

（2）残存履行義務に配分した取引金額
期末日時点で充足されていない履行義務に配分した取引価格の総額は、当連結会計年度末において38,402百

万円です。当該金額は概ね11年以内に収益認識する予定です。なお、実務上の便法の使用を選択し、当初の予
想期間が1年以内の契約については、注記の対象に含めておりません。

【1株当たり情報に関する注記】
１．1株当たり純資産額 3,967円08銭
２．1株当たり当期純利益 143円40銭
（注）株式給付信託（BBT）にかかる信託口が保有する当社株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定上、期末株

式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当連結会計年度における1株当たり純資産額及び
1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は215,500株、期中平均株式数は208,383株であります。

【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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〈計算書類〉
株主資本等変動計算書
（2021年４月１日から 2022年３月31日まで）

（単位：百万円）
株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合計その他

資本剰余金
資本

剰余金合計 利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当期首残高 69,395 21,467 21,467 3,071 83,358 86,430 △537 176,755
会計方針の変更による
累積的影響額 17 17 17

会計方針の変更を反映
した当期首残高 69,395 21,467 21,467 3,071 83,375 86,447 △537 176,772

当期変動額
剰余金の配当 △4,237 △4,237 △4,237
利益準備金の積立 423 △423 － －
当期純損失（△） △525 △525 △525
自己株式の取得 △359 △359
自己株式の処分 △0 △0 35 35
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 － △0 △0 423 △5,186 △4,762 △323 △5,086
当期末残高 69,395 21,466 21,466 3,495 78,188 81,684 △860 171,685

（単位：百万円）
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等

合計
当期首残高 11,743 1,570 13,314 190,070
会計方針の変更による
累積的影響額 17

会計方針の変更を反映
した当期首残高 11,743 1,570 13,314 190,087

当期変動額
剰余金の配当 △4,237
利益準備金の積立 －
当期純損失（△） △525
自己株式の取得 △359
自己株式の処分 35
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） △910 △574 △1,485 △1,485

当期変動額合計 △910 △574 △1,485 △6,572
当期末残高 10,833 996 11,829 183,515

（注）記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。
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個別注記表

【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
１．有価証券の評価基準及び評価方法
（1）満期保有目的債券………………………償却原価法
（2）子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
（3）その他有価証券

市場価格のない株式等
以外のもの

………時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
より算定）

市場価格のない株式等………移動平均法による原価法
２．デリバティブの評価基準及び評価方法…時価法
３．棚卸資産の評価基準及び評価方法………主として総平均法に基づく原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算
定）

４．固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産（リース資産を除く）

定額法
（2）無形固定資産（リース資産を除く）

定額法
（3）リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により償却しております。
５．繰延資産の処理方法

社債発行費………………………………支出時に全額費用として処理しております。
６．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金………………………………金銭債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上しております。

（2）製品補償引当金…………………………製品の品質に関する補償費用の支出に備えるため、今後必要と見込まれ
る金額を計上しております。

（3）環境対策引当金…………………………ポリ塩化ビフェニル(PCB)の撤去や土壌改良工事等の環境関連費用の支
出に備えるため、今後発生すると見込まれる金額を計上しております。

（4）工事損失引当金…………………………受注工事の損失に備えるため、当事業年度末の未引渡工事のうち、損失
が発生すると見込まれ、かつ、当事業年度末時点で当該損失額を合理的
に見積ることが可能な工事について、翌事業年度以降の損失見積額を計
上しております。

（5）退職給付引当金…………………………従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認
められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給
付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付
算定式基準によっております。数理計算上の差異は、各事業年度の発生
時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）によ
る定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理
しております。

（6）関係会社事業損失引当金………………関係会社の事業に伴う損失に備えるため、関係会社の財政状態等を勘案
し、債務超過額のうち、当該関係会社に対して計上している貸倒引当金
を超過する金額について計上しております。

（7）役員株式給付引当金……………………役員株式給付規程に基づく当社の取締役等への当社株式の給付に備える
ため、当事業年度末における株式給付債務の見込額を計上しておりま
す。
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７．収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足す

る通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりであります。
（1）製品の製造販売…………………………当社の主な事業は、情報通信ネットワーク構成品や電力ケーブル等のイ

ンフラ製品、自動車部品や電子機器材料用銅製品等の電装エレクトロニ
クス製品、樹脂・非鉄金属を加工した機能製品の製造・販売でありま
す。
製品の製造・販売については、主に完成した製品を顧客に引き渡すこと
が履行義務であると判断しております。そのため法的所有権、製品の所
有に伴う重大なリスクと経済価値、物理的占有の移転及び対価の支払い
を受ける権利が製品の引き渡し時点で生じると総合的に判断し、国内取
引は主として顧客への製品の引き渡し時点で製品に対する支配が顧客に
移転し、履行義務が充足されたと判断しておりますが、製品の出荷日か
ら引き渡し日までが通常の期間であるため重要性等に関する代替的な取
り扱いを選択し、出荷された時点で収益を認識しております。また貿易
取引は主としてインコタームズ等で定められた貿易条件に基づき、リス
ク負担が顧客に移転した時に収益を認識しております。
その他に顧客から原材料等を仕入れ、加工を行ったうえで当該顧客に販
売する有償受給取引において、当社が原材料等の支配を獲得していない
ことから棚卸資産として認識せず、加工料相当額のみを純額で売上計上
しております。また、ボリュームディスカウントや販売インセンティブ
（販売奨励金）など顧客に支払われる対価は、それらが顧客から受け取
る別個の財又はサービスの対価であるものを除き、取引価格から控除し
ております。

（2）保守サービス……………………………当社では、主にインフラ事業において製品販売後に有償の保守サポート
サービスを提供しております。保守サービスについては、履行期間を通
じて顧客が望むときに保守サービスを利用できるように、当社は常に役
務が提供できる状態で待機しておくことが履行義務であると判断してお
ります。当社の保守サービスは、独立した履行義務として識別され、待
機状態も含めた一定の期間にわたって行われているため、提供される期
間に対する経過期間の割合で進捗度を測定する方法に基づいて収益を認
識しております。

（3）工事契約…………………………………当社では、インフラ事業において顧客との契約に基づき設計・施工・敷
設等の工事を行っております。その基礎となる財又はサービスの支配は
一定期間にわたり顧客に移転しているため、履行義務を充足するにつれ
て、一定の期間にわたり収益を認識しております。履行義務の充足に係
る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した原価が、予想さ
れる原価の総額に占める割合（インプット法）に基づいて行っておりま
す。また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができな
いが、発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の
充足に係る進捗度を合理的に見積ることができる時まで、原価回収基準
により収益を認識しております。なお、期間がごく短い工事契約につい
ては完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。

（4）代理人取引………………………………当社では、当社が製品の製造を行わず、顧客に代わって調達の手配を行
う取引を行っております。当該取引について、顧客に移転する前に製品
を支配していない場合、顧客から受け取る額から仕入先に支払う額を控
除した純額で収益を認識しております。当社が製品を顧客に提供する前
に支配しているか否かの判断にあたっては、（a）当該財又はサービスを
提供するという約束の履行に対する主たる責任を有している、（b）当
該財又はサービスが顧客に提供される前、又は支配が顧客へ移転した後
に在庫リスクを有している、（c）当該財又はサービスの価格の設定にお
いて裁量権があるか否かを考慮しております。

なお、当社の履行義務充足後の支払は、充足時点から概ね１年以内に行われるため、重要な金融要素は含んでお
りません。
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８．ヘッジ会計の方法
（1）ヘッジ会計の方法………………………繰延ヘッジ処理を採用しております。

なお、為替予約及び通貨スワップについて振当処理の要件を満たしてい
るものは振当処理を、金利スワップについて特例処理の要件を満たして
いるものは特例処理を採用しております。

（2）ヘッジ手段とヘッジ対象
金利スワップ…………………………借入金
通貨スワップ…………………………借入金
為替予約………………………………外貨建売掛債権、外貨建買掛債務等
地金先物取引…………………………原材料、仕掛品

（3）ヘッジ方針………………………………借入債務、確定的な売買契約等に対し、金利変動、為替変動及び原材料
価格変動等のリスクを回避することを目的としてヘッジを行っておりま
す。

（4）ヘッジ有効性評価の方法………………ヘッジ対象の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手
段の相場変動またはキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その基礎
数値の価格に起因する部分以外の部分を除外した変動額の比率によって
有効性を評価しております。

９．連結納税制度の適用……………………… 連結納税制度を適用しております。
10．連結納税制度からグループ………………

通算制度への移行に係る税
効果会計の適用

当社は、翌事業年度から、連結納税制度からグループ通算制度へ移行す
ることとなります。ただし、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和
2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグ
ループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項
目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税
効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月
31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」
（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適
用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の
規定に基づいております。
なお、翌事業年度の期首から、グループ通算制度を適用する場合におけ
る法人税及び地方法人税並びに税効果会計の会計処理及び開示の取扱い
を定めた「グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関す
る取扱い」（実務対応報告第42号 2021年8月12日）を適用する予定
であります。

11．退職給付に係る会計処理…………………退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算
書類における会計処理の方法と異なっております。

【会計方針の変更に関する注記】
（会計基準等の改正等に伴う会計方針の変更）
１．「収益認識に関する会計基準」及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」の適用
（1）会計方針の変更の内容及び理由

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい
う。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又は
サービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。
これによる主な変更は、連結計算書類の「連結注記表【会計方針の変更に関する注記】」に同一の内容を記載
しているので、注記を省略しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っ
ており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の
繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第
86項に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額
を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
また、収益認識会計基準第86項また書き（1）に定める方法を適用し、当事業年度の期首より前までに行われ
た契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額
を当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減しております。
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（2）計算書類の主な項目に対する影響額
従来の方法と比べて、当事業年度の損益計算書は、売上高は168,648百万円減少し、売上原価は168,290百

万円、販売費及び一般管理費は307百万円、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ50百万円減
少しております。当事業年度の貸借対照表への影響は軽微であります。当事業年度の株主資本等変動計算書の繰
越利益剰余金の期首残高は17百万円増加しております。

（3）会計方針の変更に伴う表示方法の変更
前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「売掛金」は、当事業年度より「売掛金」及

び「契約資産」にそれぞれ区分表示し、「流動負債」に表示していた「前受金」は、当事業年度より「契約負債」
として表示しております。

２.「時価の算定に関する会計基準」及び「時価の算定に関する会計基準の適用指針」等の適用
（1）会計方針の変更の内容及び理由

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。） 等を当事業年度の期首から適用
しております。

（2）遡及適用をしなかった理由等
「連結注記表【会計方針の変更に関する注記】」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

（3）計算書類の主な項目に対する影響額
計算書類に与える影響はありません。

【表示方法の変更に関する注記】
（損益計算書関係）
１．前事業年度において「営業外収益」の「その他」に含めていた「為替差益」は、営業外収益の総額の100分の
10を超えたため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の
損益計算書の組替えを行っております。
２．前事業年度において独立掲記していた「営業外費用」の「関係会社事業損失引当金繰入額」は、金額的重要性が
乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるた
め、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。
３．前事業年度において独立掲記していた「特別損失」の「減損損失」、「製品補償費用」、「災害による損失」は金額
的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の損益計算書の組替えを行っております。

【会計上の見積りに関する注記】
将来の事業計画を基礎とする会計上の見積り
新型コロナウイルス感染症の影響は一定程度回復する見込みを置いております。またロシア・ウクライナ情勢につ

いては、原油や天然ガス、各種原材料の供給不安および価格高騰の影響、さらには各国の対ロシア経済制裁とロシア
による対抗策の実施による影響に伴いサプライチェーンが寸断される等のリスクがあり、今後の当社グループにおけ
る業績への影響を見通すことは極めて困難であります。
将来の不確実な経済状況の変動が生じた場合は、計算書類において固定資産の減損損失や繰延税金資産の評価等に

重要な影響を与える可能性があります。
（1）繰延税金資産の回収可能性

①当事業年度の計算書類に計上した金額
繰延税金資産 4,129百万円
②見積りの内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
「連結注記表【会計上の見積りに関する注記】１．（1）繰延税金資産の回収可能性」に同一の内容を記載し

ているため記載を省略しております。
（2）固定資産の減損

①当事業年度の計算書類に計上した金額
有形固定資産及び無形固定資産 93,402百万円
②見積りの内容について計算書類の利用者の理解に資するその他の情報
①の金額の算出方法は、「連結注記表【会計上の見積りに関する注記】１．（2）固定資産の減損」に同一の内

容を記載しているため記載を省略しております。
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【貸借対照表に関する注記】
１．有形固定資産の減価償却累計額 268,190百万円
２．関係会社に対する金銭債権・債務

短期金銭債権 135,789百万円
長期金銭債権 2百万円
短期金銭債務 67,728百万円
長期金銭債務 0百万円

３．偶発債務
（1）保証債務
①金融機関からの借入に対する債務保証 67,960百万円
（うち当社負担分 50,915百万円）
②リース取引に対する債務保証 1,647百万円
③工事に関するボンド等に対する債務保証 1,032百万円

（2）債権流動化に伴う買戻し義務 4,729百万円
（3）その他

自動車用ワイヤハーネスカルテルによる競争法違反に関連して、一部の自動車メーカーと損害賠償の交渉を行
っております。

【損益計算書に関する注記】
１．関係会社との取引高の総額
関係会社に対する売上高 130,328百万円
関係会社からの仕入高 196,385百万円
関係会社との営業取引以外の取引高 9,516百万円

２．事業構造改革費用
主に情報通信ソリューション事業における一部事業撤退に伴う棚卸資産の評価損であります。

【株主資本等変動計算書に関する注記】
自己株式に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増加 減少 当事業年度末
普通株式 154,704株 123,269株 12,687株 265,286株

（注）1. 当事業年度における増加は、単元未満株式の買取請求による取得69株、株式給付信託（BBT）の買付による増加123,200株
であります。

2. 当事業年度における減少は、単元未満株式の買増請求による減少87株、株式給付信託（BBT）から対象者への株式給付によ
る減少12,600株であります。

3. 当事業年度末の自己株式数には、株式給付信託（BBT）にかかる信託口が保有する当社株式215,500株が含まれております。

【税効果会計に関する注記】
１．繰延税金資産

貸倒引当金損金算入限度超過額 6,794百万円
関係会社事業損失引当金 71百万円
賞与引当金 1,416百万円
退職給付引当金損金算入限度超過額 10,126百万円
関係会社株式評価損 27,685百万円
固定資産減価償却損金算入限度超過額（減損損失分含む） 3,556百万円
その他 5,307百万円
繰延税金資産小計 54,957百万円
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 △41,321百万円
評価性引当額小計 △41,321百万円
繰延税金資産合計 13,636百万円

２．繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △4,781百万円
その他 △4,725百万円
繰延税金負債合計 △9,507百万円
繰延税金資産（負債）の純額 4,129百万円
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【関連当事者との取引に関する注記】
当社の子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の
所有（被所有）
割合（％）

関連当事者との関係 取引の内容 取引金額
（百万円） 科目 期末残高

（百万円）

子会社

古河AS㈱ （所有）
直接 100.0

当社より原材料を供給、
当社が同社製品を販売
資金貸付等

製品の購入 106,800 買掛金 20,950

グループ
ファイナンス 8,552

短期貸付金 35,989
長期貸付金 5,975

増資の引受 5,000 － －

古河マグネットワイヤ㈱ （所有）
直接 100.0

当社より原材料を供給、
当社が同社製品を販売 製品の購入 17,551 買掛金 3,195

古河産業㈱ （所有）
直接 100.0 当社製品の販売 製品の販売 31,016 売掛金 10,834

古河電工産業電線㈱ （所有）
直接 100.0

当社より原材料を供給
資金貸付等

原材料の販売 5,662 売掛金 543

グループ
ファイナンス 1,592

短期貸付金 11,308
長期貸付金 882
貸倒引当金 1,041

古河エレコム㈱ （所有）
直接 100.0 当社製品の販売 製品の販売 11,672 売掛金 5,082

瀋陽古河電纜有限公司(中国) （所有）直接 100.0 当社製品の製造 債務保証 12,161 － －

OFS Fitel, LLC(米国) （所有）
直接 100.0

当社より原材料を供給、
当社が同社製品を販売
資金貸付等

債務保証 17,134 － －

資金の貸付 3,262 長期貸付金 8,085

American Furukawa, Inc.
（米国）

（所有）
直接 99.9
間接 0.1

当社製品の販売
資金貸付等

債務保証 8,187 － －

資金の貸付 5,301
長期貸付金 10,668
貸倒引当金 8,991

古河電工ビジネス&ライフ
サポート㈱

（所有）
直接 100.0 ファクタリング ファクタリン

グ取引 18,884 買掛金 6,328

FURUKAWA
AUTOMOTIVE SYSTEMS
LIMA PHILIPPINES INC.
（フィリピン）

（所有）
間接 100.0 資金貸付等 資金の貸付 200 長期貸付金 6,970

関連会社 ㈱ビスキャス （所有）
直接 50.0 資金貸付等 資金の貸付 575

長期貸付金 8,121
貸倒引当金 8,121

（注）1. 製品の販売及び購入については、市場価格などを勘案した上で、一般の取引条件と同様に決定しております。
2. 資金の貸付条件については、市場金利などを勘案した上で、両者の協議の上決定しております。
3. 増資の引受については、子会社の財政状態等を勘案しております。
4. 債務保証については、金融機関からの借入、リース取引に対して行っているものであり、市場金利等を考慮した合理的な保証
料を受領しております。

5. グループファイナンスはグループ内での資金の有効活用を目的としており、市場金利を勘案した合理的な利率を設定しており
ます。なお、取引金額には、貸付金における期首と期末の差額を記載しております。

6. ファクタリング取引は、当社の一部取引先に対する営業債務に関し、古河電工ビジネス＆ライフサポート㈱が併存的債務引受
を行い決済を行っているものであります。

【収益認識に関する注記】
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結計算書類「連結注記表【収益認識に関する

注記】」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
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【1株当たり情報に関する注記】
１．1株当たり純資産額 2,606円69銭
２．1株当たり当期純損失 7円47銭
（注）株式給付信託（BBT）にかかる信託口が保有する当社株式は、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純損失の算定上、期末株

式数及び期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。当事業年度における1株当たり純資産額及び1株
当たり当期純損失の算定上、控除した当該自己株式の期末株式数は215,500株、期中平均株式数は208,383株であります。

【重要な後発事象に関する注記】
該当事項はありません。
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